
職員数等の推移

１ 職員数の推移

5,503 人 5,265 人 5,083 人 4,881 人 4,758 人

2,226 2,263 2,237 2,225 2,224

52 49 47 45 45

3,760 3,676 3,582 3,511 3,471

8,526 8,450 8,307 8,167 8,019

97 97 － － －

363 350 330 224 222

139 29 24 25 14

439 306 293 271 259

664 124 121 121 114

1 1 － － －

3 1 0 0 0

21,773 20,611 20,024 19,470 19,126

(注) １

２ 教育職給料表(三)及び指定職給料表は平成20年３月31日をもって廃止された。

平成21年４月

地方公営企業法の全部適用に伴い、平成19年４月１日より病院事業の組織が一般行政組織から
独立した。

平成18年４月 平成19年４月 平成20年４月 平成22年４月
年 月

給料表

行 政 職 給 料 表

警 察 職 給 料 表

海 事 職 給 料 表

教 育 職 給 料 表 ( 二 )

教 育 職 給 料 表 ( 一 )

教 育 職 給 料 表 ( 三 )

研 究 職 給 料 表

医 療 職 給 料 表 ( 二 )

医 療 職 給 料 表 ( 三 )

指 定 職 給 料 表

第 二 号 任 期 付
研 究 員 給 料 表

計

医 療 職 給 料 表 ( 一 )

全職員

21,773人 全職員

20,611人
全職員

20,024人
全職員

19,470人
全職員

19,126人

行政職

5,503人
行政職

5,265人
行政職

5,083人
行政職

4,881人
行政職

4,758人
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２ 行政職給料表適用者の平均給与月額等の推移
年
月
区

分
364,166 361,761 359,893 355,769 349,467

(353,588) (351,144) (349,188) (353,859) (347,660)

(円) 349 336 324 － －

(円) 11,667 11,709 12,022 11,794 11,463

8,334 8,773 8,995

(7,949) (8,341) (8,549)

(円) 496 362 465 522 523

(円) 6,898 7,026 6,916 6,937 5,967

(円) 886 948 1,000 881 914

(円) 152 138 141 55 57

(円) 362 343 305 149 160

(円) 6,116 5,798 5,754 5,671 5,557

399,426 397,194 395,815 390,587 382,508

(388,463) (386,145) (384,664) (388,677) (380,701)

(歳) 43.1 43.5 43.8 43.7 43.4

(年) 22.1 22.5 22.8 22.8 22.4

(注) １

２

３

平成20年４月平成19年４月平成18年４月 平成22年４月

職

員

一

人

当

た

り

平

均

給料の調整額

扶 養 手 当

平成21年４月

「給料の調整額」は、平成21年３月31日をもって廃止された。

地 域 手 当

年 齢

経 験 年 数

特地勤務手当等

（ ）内は、職員の給与の特例に関する条例（平成14年３月青森県条例第53号）による減額後
の額である。

8,809 8,400

へき地手当等

寒 冷 地 手 当

「給料月額」には、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成18年３月青森県条
例第９号）附則第９項から第11項までの規定による給料を含む。

(円)

給 与 月 額 (円)

管 理 職 手 当 (円)

住 居 手 当

単身赴任手当
（ 基 礎 額 ）

給 料 月 額

給料月額

364,166円
給料月額

361,761円
給料月額

359,893円
給料月額

355,769円
給料月額

349,467円

諸手当

35,260円
諸手当

35,433円
諸手当

35,922円
諸手当

34,818円
諸手当

33,041円
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